
平成２３年１０月１９（水） 受付／午前１０時００分より

講座／午前１０時３０分～午後１６時４０分

福岡商工会議所　４０６～４０８会議室（４階）

　　　　　　　　　　 福岡市博多区博多駅前２－９－２８ ＴＥＬ　０９２－４４１－１１１０

会員　１０，０００円 ／ 一般　１５，０００円　（テキスト代・資格認定登録料を含む）
※納入方法は、お申し込み後、「申込確認書」（ＦＡＸ送信）にてお知らせいたします。　　　　　　

　　　　　　　　 ※受講票は、入金確認後、講座日１週間前までにご送付いたします。

平成２３年１０月７日（金） ※定員（１２０名）になり次第締め切らせていただきます。

NPO法人　九州定期借地借家権推進機構　　　　　　 受講申込書を郵送又は、ＦＡＸで下記までお送り下さい。
NPO法人　山口県定期借地借家権推進機構　　　　　　 NPO法人九州定期借地借家権推進機構　　　担当：浦山

〒810-0054　福岡市中央区今川１丁目１番１号

　　　　　　　　　〒　 ＴＥＬ　０９２－７３２－５１１７　ＦＡＸ　０９２－７２２－１５１５
西日本シティ銀行　天神支店　普通口座２６１０３９３

　　　　　　　　　　　 名義：NPO法人九州定期借地借家権推進機構
※振込料は各自負担でお願いいたします。

●注　意 ※初級講座を受講した方のみ上級講座が受講できます。　

※修了証・認定カードは、受講した方のみ発行します。（代行は認められません。）

　 ※受講者の変更は締切日迄に事務局までご連絡下さい。 

※締切日以降の変更は致しかねます。 

※受講料の返金はできかねます。

ＮＰＯ法人九州定期借地借家権推進機構　御中

平成２３年　　  月  　　日

フリガナ 生 年 月 日

受講者名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印 　T ・ S ･ H         　年　　　　月　　　　日

自宅住所 〒　　　　　－

ＴＥＬ　　　　　　　     　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　　  　　　   　　　　　　　　

Ｅ-ｍａｉｌ　　　　　  　 　　　　　   　　　　　　　　　＠

勤務先名

勤務先住所 〒　　　　　－

ＴＥＬ　　　　　　　     　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　　  　　　   　　　　　　　　 JR博多駅 博多口より 徒歩約10分

Ｅ-ｍａｉｌ　　　　　  　 　　　　　   　　　　　　　　　＠ 地下鉄祇園駅 5番出口より 徒歩約5分

受講種別 初級アドバイザー資格について お振込 ・お振込額

　　□　既に資格を所持している 円 □お問い合わせは．．．．．ＮＰＯ法人　九州定期借地借家権推進機構 　 担当 ：  浦山 

　　□　10/18に初級講座を受講する ・振込予定日 ＴＥＬ．０９２－７３２－５１１７         
ＦＡＸ．０９２－７２２－１５１５

受講票の送り先 　　□自宅　□会社（どちらかに○を付けて下さい）　＊○のない場合は自宅に郵送致します。 〒８１０－００５４　福岡県福岡市中央区今川１丁目１番１号

※楷書体で読みやすく、フリガナはカタカナで丁寧に書いてください。 【九州】 【E-mail】  info＠ｑｔｏ.ｏｒ.ｊｐ　　　【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】　http://www.qto.or.jp

受講申込書

月   　　　　日    ※初級受講申込書に別途記入が必要です

●お振込先

FAX  092-722-1515

【主幹】

講座のご案内

【主催】

●申込方法

●開催日時

●開催場所

●受講料

●申込締切
全国定期借地借家権推進機構連合会

会場ごあんない図認定講座日程（上級）

１０月１９日（水曜日）
１０：３０～１０：４０　　　ご挨拶

１０：４０～１２：１０　　　『定期借地借家権契約の実務』
　　　　　　　　　　　　　　　講師／弁護士　江口　正夫　氏

１２：１０～１３：３０　　　昼食休憩時間

１３：３０～１５：００　　　『定期借地権における税務』
　　　　　　　　　　　　　　　講師／税理士　坪多　晶子　氏

１５：００～１５：１５　　　休　　憩

１５：１５～１５：２０　　　試験の説明、問題配布

１５：２０～１６：００　　　試験

１６：００～１６：１０　　　事務局よりお知らせ
　　　※上級認定者の終了証・認定カードは、
　　　　　全国定借連合会から後日送付されます。

　昨今は、不動産について「所有から利用へ」といわれるように、不動産の有効活用の一環としての定期借地
権・借家権制度がますます注目されていますが、平成４年創設の定期借地権制度と平成１２年創設の定期借家
権制度は、不動産賃貸借契約のあり方を更に複雑にしました。しかし、定借に関する専門家が極めて少ないた
め、賃貸借をめぐる多様なトラブルが発生しております。そんな中、九州定借機構では毎月定借実務推進研修
会を開催しており、その研修会から定借物件の完成事例も生まれております。

　　九州および山口県定期借地借家権推進機構では、定借に関する専門家の育成を図るため、「定借アドバイ
ザー資格認定講座」を開催しています。今年度は、初級・上級の講座を同時に開催し、初級では基礎知識を、上
級では更に詳細かつ実務的な知識を身につけていただきます。上級講座は、※全国定期借地借家権推進機構
連合会が認定する全国統一の資格です。また、講座は定借の第一人者である一流の講師陣が担当します。
　定期借地・借家並びに不動産の賃貸借について関心をお持ちの方々は、この機会にぜひ受講されます様お
勧め致します。
※全国定期借地借家権推進機構連合会とは、各地域定期借地借家権推進機構の上部団体です


